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12 2020（令和2年）

医療費控除の添付書類
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12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER

国　税／	給与所得者の年末調整	
	今年最後の給与を支払う時

国　税／	給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書及び保険料
控除申告書の提出	

	 今年最後の給与を支払う前日
国　税／	11月分源泉所得税の納付	

	 12月10日
国　税／	10月決算法人の確定申告	

（法人税・消費税等）	 1月4日

国　税／	4月決算法人の中間申告	
	 1月4日

国　税／	1月、4月、7月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合）	 1月4日

地方税／	固定資産税・都市計画税（第
3期分）の納付	
	 市町村の条例で定める日

労　務／	健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届	
	 支払後5日以内

　医療費控除の添付書類について、令和2年分確定申告から医療
費等の領収書の提示・提出は終了し、医療費控除の明細書又は医
療保険者等の医療費通知書のみとなります。なお、医療費控除の
明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年間は、
税務署から領収書の提示等を求められる場合があります。



12 月号─2

　

年
末
調
整
は
、
給
与
の
支
払
者
が

給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
一
人
一
人

に
つ
い
て
、
毎
月
の
給
与
や
賞
与
な

ど
の
支
払
の
際
に
源
泉
徴
収
し
た
税

額
と
、
そ
の
年
の
給
与
の
税
額
に
つ

い
て
、
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税

額
（
年
税
額
）
と
を
比
べ
て
、
過
不

足
を
精
算
す
る
も
の
で
す
。

◎
令
和
二
年
分
の
主
な
留
意
点

1　

基
礎
控
除
の
見
直
し

　

基
礎
控
除
額
（
三
八
万
円
）
に
つ

い
て
、
合
計
所
得
金
額
が
「
二
、四

〇
〇
万
円
以
下
」
の
控
除
額
が
四
八

万
円
に
一
〇
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
た

一
方
、「
二
、四
〇
〇
万
円
超
二
、

四
五
〇
万
円
以
下
」
は
三
二
万
円
、

「
二
、四
五
〇
万
円
超
二
、五
〇
〇
万

円
以
下
」
は
一
六
万
円
と
段
階
的
に

減
額
さ
れ
、
二
、五
〇
〇
万
円
を
超

え
る
と
基
礎
控
除
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

２　

子
ど
も
・
特
別
障
害
者
等
を
有

す
る
者
等
の
所
得
金
額
調
整
控
除

の
創
設

　

そ
の
年
の
給
与
の
収
入
金
額
が
八

五
〇
万
円
を
超
え
る
所
得
者
で
、
特

別
障
害
者
に
該
当
す
る
人
又
は
年
齢

二
三
歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る

人
若
し
く
は
特
別
障
害
者
で
あ
る
同

一
生
計
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
親
族

を
有
す
る
人
の
総
所
得
金
額
を
計
算

す
る
場
合
に
は
、
給
与
の
収
入
金
額

（
そ
の
給
与
の
収
入
金
額
が
一
、〇
〇

〇
万
円
超
の
場
合
は
、
一
、〇
〇
〇

万
円
）
か
ら
八
五
〇
万
円
を
控
除
し

た
金
額
の
一
〇
％
相
当
の
金
額
を
給

与
所
得
金
額
か
ら
控
除
し
ま
す
。

３　

給
与
所
得
控
除

　

給
与
所
得
控
除
が
表
1
の
と
お
り

見
直
さ
れ
、
給
与
収
入
が
八
五
〇
万

円
を
超
え
る
と
一
九
五
万
円
が
上
限

と
な
り
ま
す
。

４　

各
種
控
除
等
を
受
け
る
た
め
の

扶
養
親
族
等
の
合
計
所
得
金
額
要

件
等
の
改
正

　

扶
養
親
族
、
配
偶
者
特
別
控
除
の

対
象
と
な
る
配
偶
者
、
勤
労
学
生
等

の
合
計
所
得
金
額
要
件
が
各
一
〇
万

円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
（
表
2
参

照
）。

５　

ひ
と
り
親
控
除
の
創
設
等

⑴　

未
婚
の
場
合
も
適
用

　

現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
の
う

ち
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
三
五
万
円

の
所
得
控
除
が
で
き
ま
す
。

①　

そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子

（
総
所
得
金
額
等
合
計
額
が
四
八

万
円
以
下
の
者
）
を
有
す
る
こ
と

②　

合
計
所
得
金
額
が
五
〇
〇
万
円

以
下
で
あ
る
こ
と

③　

住
民
票
の
続
柄
の
記
載
が
次
の

い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

・
そ
の
者
が
世
帯
主
で
あ
る
場
合

に
は
、
同
一
世
帯
に
世
帯
主
と

の
続
柄
と
し
て
妻
（
未
届
）
又

は
夫
（
未
届
）
の
記
載
の
あ
る

者
が
い
な
い
こ
と

・
そ
の
者
が
世
帯
主
で
な
い
場
合

に
は
、
そ
の
者
の
住
民
票
に
世

帯
主
と
の
続
柄
と
し
て
妻
（
未

届
）
又
は
夫
（
未
届
）
の
記
載

が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

⑵　

寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
の
見
直
し

①　

従
来
の
寡
婦
控
除
の
特
例
が
廃

止
さ
れ
、
合
計
所
得
金
額
が

五
〇
〇
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
が

要
件
と
な
り
ま
し
た
。

②　

生
計
を
一
に
す
る
子
を
有
す
る

寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
が
ひ
と
り
親

控
除
に
な
り
、
男
女
共
三
五
万
円

に
な
り
ま
し
た
。

６　

手
続
き
の
電
子
化

　

生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険
料

控
除
及
び
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

に
係
る
控
除
証
明
書
等
に
つ
い
て

は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。

表２
扶養親族等の区分 合計所得金額要件

同一生計配偶者 48 万円以下

扶養親族 48 万円以下

源泉控除対象配偶者 95 万円以下

配偶者特別控除の対
象となる配偶者※

48 万円超
133 万円以下

勤労学生 75 万円以下

※ 　配偶者特別控除額の算定の基礎とな
る配偶者の合計所得金額の区分につい
ても、それぞれ 10 万円引き上げられて
います。

表１

給与の収入金額（A） 給与所得控除額

162万5,000円以下 55万円

162万5,000円超　180万円以下 Ａ×40％－10万円

180万円超　360万円以下 Ａ×30％＋８万円

360万円超　660万円以下 Ａ×20％＋44万円

660万円超　850万円以下 Ａ×10％＋110万円

850万円超 195万円

令
和
二
年
分

年
末
調
整
の

ポ
イ
ン
ト

　

令
和
二
年
分

年
末
調
整
の

ポ
イ
ン
ト

　



3─12月号

所得控除額一覧表（抜粋）

【社会保険料控除額】
支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額

【小規模企業共済等掛金控除額】
　（独）中小企業基盤整備機構に支払った共済掛金（旧第二種共済掛金は生命保険料控除の対象）、確
定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金、地方公共団体が実施する
心身障害者扶養共済掛金との合算額

【生命保険料控除額】
保険等の種類 旧契約 新契約 両方適用する場合

一般の生命保険料 最高 5 万円 最高 4 万円 最高 4 万円 ※ 2

個人年金保険料 最高 5 万円 最高 4 万円 最高 4 万円 ※ 2

介護医療保険料 ― 最高 4 万円 ―
合計適用限度額 最高 12 万円

※１ 　旧契約とは、平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約等、新契約とは、平成 24 年 1 月
1 日以後に締結した保険契約等をいいます。

※２ 　一般の生命保険料及び個人年金保険料の控除額の計算において、新契約と旧契約の両方を支払っ
ている場合でも、旧契約分のみ計算した場合の控除額（最高 5 万円）が、両方がある場合の控除額（最
高 4 万円）よりも大きい場合には、旧契約分のみ適用を受けることにより、最高 5 万円の生命保険
料控除を受けることができます（この場合であっても、合計適用限度額は最高 12 万円です）。

【地震保険料控除額】

地震保険料の額（最高 50,000 円） ＋

旧長期損害保険契約の支払保険料
① 10,000 円までの場合……支払保険料の全額
② 10,000 円を超える場合
　　　　　……支払保険料× 1/2 ＋ 5,000 円
　　　　　　　（最高 15,000 円）

※地震保険と旧長期損害保険の両方の控除額がある場合は、その合計額（最高 50,000 円）

障害者控除額 障害者 1 人につき…………270,000 円
特別障害者 1 人につき……400,000 円（同居特別障害者の場合 750,000 円）

寡婦控除額 270,000 円（いわゆる「ひとり親」に該当せず、合計所得金額 500 万円以下の者。
夫と死別の場合は扶養親族要件なし、夫と離婚の場合は扶養親族要件あり）

ひとり親控除額 350,000 円

勤労学生控除額 270,000 円

配　偶　者
控　除　額

一般の控除対象配偶者 最高 380,000 円

老人控除対象配偶者 最高 480,000 円

※ 　控除対象配偶者、控除対象扶養親族……所得
者と生計を一にする配偶者その他の親族、都道
府県知事から養育を委託された児童（いわゆる
里子）及び養護老人のうち、所得金額の合計額

（繰越損失控除前）が 48 万円以下の者（青色
事業専従者又は白色事業専従者とされる者を除
く）。

※ 　特定扶養親族……控除対象扶養親族のうち、
平成 10 年 1 月 2 日から平成 14 年 1 月 1 日ま
での間に生まれた者（年齢 19 歳以上 23 歳未
満の者）。

※ 　老人控除対象配偶者、老人扶養親族……昭
和 26 年 1 月 1 日以前生まれ（年齢 70 歳以上）
の控除対象配偶者、控除対象扶養親族。

※ 　同居特別障害者……控除対象配偶者や扶養親
族が、特別障害者に該当し、かつ、その者が所
得者又は所得者と生計を一にする親族のいずれ
かと同居を常況としている者。

※ 　同居老親等……老人扶養親族のうち、所得者
又はその配偶者の直系尊属で、所得者又はその
配偶者のいずれかと同居を常況としている者。

配　偶　者
特別控除額

配偶者の合計所得金額が
48 万円超 133 万円以下 最高 380,000 円

扶養控除額

一般の控除
対象扶養親族

16 歳以上
19 歳未満

380,000 円
23 歳以上
70 歳未満

特定扶養親族 19 歳以上
23 歳未満 630,000 円

老人扶養親族
同居老親等以外 480,000 円

同居老親等 580,000 円

基礎控除額 最高 480,000 円

◎ 税額控除である「住宅借入金等特別控除」については、給与所得者の場合、確定申告をした年分の
翌年以降の年分に、年末調整で適用を受けることができます。



12 月号─4

＜当事務所の業務内容＞
１．会　　計	 ⑴　会計システムのサポート（システム分析、記帳指導、TKC・JDL他 OA指導）
	 ⑵　財務・金融面の指導（資金繰り指導、金融機関の御紹介等）
２．税　　務	 ⑴　税務代理、税務申告書の作成、税務相談
	 ⑵　タックスプランニング、相続、贈与、事業承継設計
３．FP（ファイナンシャル・プランニング）業務（日本FP協会埼玉支部所属）
４．経営支援	 ⑴　会社設立、各種規程（就業規則等）の作成
	 ⑵　管理会計指導（継続MAS）
５．提 携 先　弁護士（峰岸）、司法書士（森崎）、社会保険労務士（戸田）、土地家屋調査士（片岡）、
	 不動産鑑定士（鎌倉・岸田）、不動産会社、建設会社、保険会社は多数あり。

※　資格者	　税理士 4名（顧問含む）、社会保険労務士 2名、行政書士 1名、宅地建物取引士 2名、
税理士科目合格者 5名、不動産コンサルタント 1名、CFP 2 名、AFP 7 名、FP技能士
6名、生保資格者多数、損保資格者 2名、秘書資格者 2名

（
ス
タ
ッ
フ
）

第１監査班
　星野顧問

①財務支援 水落大介
（AFP）

―
　
飯島寿枝

（科目合格者・FP）
―
　
西脇久徳

　
―
　
牛山直子

　

②　 〃 　 廣井里美
（AFP）

―
　
鈴木千尋

　
―
　
篠崎理沙
（FP）

―
　
半田友紀乃

　

③　 〃 　 浜崎雄樹
（社会保険労務士）

―
　
岡田順子

（社会保険労務士）
―
　
辻　　綾
（FP）

―
　
高橋結衣
（FP）

第２監査班
柴崎コーチ

①経営支援 中村大祐
（科目合格者）

―
　
北村実喜
（科目合格者）

―
　
元橋曉潔
（AFP）

―
　

②　 〃 　 木村隆志
（科目合格者）

―
　
山田直緒子
（AFP）

―
　
會田将志

　
―
　

第３監査班
　神田顧問

①資産税　 大田　靖
（国税OB）

―
　
平野朋子
（AFP）

②　〃　　 月岡直樹
（税理士）

―
　
谷仲邦夫
（税理士）

―
　
石津　悟
（CFP・宅建）

　相続税法には「配偶者に対する相続税の
税額軽減」という特例（以下「配偶者の税額
軽減特例」といいます）があります。被相
続人の財産の維持形成に対する配偶者の貢
献や被相続人の死後の配偶者の生活の保障
などがこの特例の趣旨で、特例を適用する
と1億6千万円か配偶者の法定相続分相当
額のいずれか多い金額までは配偶者に相続
税はかかりません。
　この配偶者の税額軽減特例を限度額まで
適用すると、一次相続（配偶者の一方の死
亡による相続・例えば夫）の相続税の負担
は軽くなりますが、二次相続（配偶者の残
された一方の死亡による相続・例えば妻）
まで合わせた相続税額を考えたときに、相
続税の負担が大きくなる場合があります。
　その理由の一つは、二次相続では法定相
続人の数が減るためです。例えば、一次相

続で法定相続人が4人（妻、子3人）いたと
しても、二次相続では法定相続人が3人（子
3人）となり、基礎控除額が600万円の減
額となります。
　また、相続税は累進課税方式（相続財産
が増加するほど税率があがる課税方式）に
より計算されるため、配偶者の相続財産に
よっては、高い税率で相続税が計算されま
す。一次相続で多額の財産を相続した場合
や配偶者が固有の財産を所有している場合
は、それも含めたところで相続対策を検討
する必要があります。
　一次相続と二次相続の間が10年以内の
場合、相次相続控除（二次相続において、
一次相続で負担した相続税額の一部を控除
する制度）を検討しますが、配偶者の財産
状況により、一次相続において配偶者の税
額軽減特例を最大限適用せず相続税を払う
ことで現預金を減らし、配偶者の相続財産
を圧縮することで、一次相続と二次相続を
合わせた相続税の負担が軽くなることもあ
ります。

相続税
配偶者の税額軽減特例と二次
相続


